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緊急事態宣言下における部活動について 

 

現在、新型コロナウイルス感染症については、全国的に新規感染者数が急速に

増加し、県立学校内でも部活動に参加した生徒の感染も増加しています。 

こうした状況の中、新学期を迎える本校においても、ご家庭と感染拡大への危

機感を共有し、改めて感染症対策の徹底を図ってまいります。 

つきましては、県対処方針や県教育委員会の指示に沿って、部活動については

以下のように活動しますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ ８月３０日(月)～９月１２日(日)（緊急事態宣言の終期）の期間中、部 

活動は原則休止します。 

   ただし、全国大会・近畿大会（その予選を含む）等への参加及び参加に 

向けた活動に限り、次のように最小限で実施可能とします。 

・大会初日から起算して４週間前とする 

・原則校内で実施する 

・練習試合、合宿等宿泊を伴う活動は行わない 

 

   

 ２ 実施可能期間においても、部内での感染が確認された場合は、再発防止 

に向け本校職員が感染対策を再確認・体制を整えるために、最低１日間は 

全ての部活動を休止します。 

※同一部活動における感染とは、部活動における部員同士、顧問と部員 

等による感染のことであり、家庭内やその他の感染は含まない 

 

「部内での感染者が発症した場合（部員同士、顧問と部員等）は、 

１日は全ての部活動を休止し、感染対策を確認する。」 

（８月 24 日発令県対処方針より抜粋） 

 

  


